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2月号（545号） 

 Xは，自動車部品，半導体等の製造・販売を営む Y社との間で，期間の定めのない労働

契約を締結する労働者であり，自動車部品事業を行う A工場の製造ラインで働いている。

Zは，Y社本社の経理部で勤務する労働者であり，主に半導体事業の経理業務を担当して

いるが，繁忙期には自動車部品事業の業務を手伝うこともあった。Y社の自動車部品事業

の業績はここ数年厳しい状況にある。そのため，Y社は会社のスリム化とより専門性を高

める経営体制への移行を目的に，自動車部品事業を会社分割することにし，Y社の 100％

子会社となる B社を設立することにした（新設分割）。労働組合が存在しない Y社は，A工

場を含む，自動車部品事業に関与する労働者らに対し，朝礼の場や社内メールで，会社分

割の目的・背景及び理由を説明するとともに，会社分割後も労働条件は変更されない旨を

何度も伝えている。Xを含む労働者数人は B社の経営を危ぶみ，財務状況は大丈夫なのか

という質問をしたが，Y社は，会社分割後の B社の経営状況が苦しくなるのは明白であ

り，その旨を労働者に伝えると承継に反対する者が現れかねないとし，承継会社の債務の

履行の見込みに関する事項については，説明しなかった。 

 Y社は，分割契約等に承継する旨が記載された X，Zを含む承継対象労働者らに対して，

個別の協議を行った。Y社は Xとの個別協議において，B社の概要を説明するとともに，

労働条件は Y社時代のままであること，就業場所・就業形態についても変更はないことな

ど形式的な説明をし，Xは B社に承継されることを伝えた。Xは，会社分割後の B社の財

務状況に不安があることから，B社の経営状態を明確にしてくれないと承継には応じられ

ないとして質問したが，Y社はそれには答えず，終始質問をはぐらかし続けるなど，不誠

実な対応をとった。最終的には，「あなたは主従事労働者であり，B社に承継されることが

法律で決まっている。これ以上くだらない質問をするならしかるべき対応を取らざるを得

ません」と暗に不利益を課すような発言をした。Xは他にも質問したいことはあったが，

険悪な雰囲気ゆえ，それ以上の発言は控えた。一方，Zは個別協議の場において Y社から

形式的な説明を受けたが，自動車部品事業とは関わりがないので承継には応じないと述べ

た。Y社は，Zが主従事労働者ではないことを認めた上で，異議申出権については説明せ

ず，「決まったことだからしょうがない。諦めてください」と述べるだけで，不誠実な対

応に終始した。後日，Y社は，X，Zを含む承継対象労働者に対して，労働契約が B社に承

継されることについて，書面をもって通知した。 

 Xは，本件会社分割にかかる労働契約承継の効力を争うとして，Y社に対して労働契約

上の地位確認を求めようと考えている。また Zも，B社には承継されたくないと考えてお

り，何か手段がないか模索している。 
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1月号（544号） 

 Xは，Y銀行に勤める労働者である。勤務態度も良く真面目な労働者であったが，飲み

会に参加しないなど付き合いの悪い面があった。Xの上司である Aは，飲みニケーション

を大事にする人だったことから，Xのことを良く思っていなかった。Aは，他の労働者が

やったとしても見過ごすような些細なミスであっても，Xに対しては他の社員の面前であ

るにもかかわらず大声で 1時間ほど叱責することもあった。叱責の度に Xのことを「給料

泥棒！使えない奴！」と呼んでいた。また Xが担当していた取引先とのプロジェクトが軌

道に乗ると，「このプロジェクトは失敗できないから他の者に担当させる！」と Xを担当

から外した。さらに嫌がる Xを強引に職場の飲み会に参加させ，そこでも長時間にわたり

説教をしていた。以上のような嫌がらせが続いたことで，Xにとって Aの存在が大きなス

トレスとなり，不眠症状や，仕事前や仕事中に激しく嘔吐するなどの症状が出始めた。X

は後日病院に行ったところ，うつ病との診断を受けた。医者はこの状態では仕事を続ける

ことは困難であるとの診断をしたが，Xの真面目な性格，また生活費や再就職の不安か

ら，Y銀行にその旨は伝えずに，休むことなく働き続けた。 

 Y銀行では，数年前にハラスメントが原因で多数の労働者が退職したこともあり，社内

のハラスメント防止体制を強化していた。就業規則上でハラスメントを懲戒事由として明

記し，ハラスメントには厳正なる対応をする旨，全社員に周知した。また，管理監督者に

対しては，ハラスメント研修の受講を義務付けていた。さらに社内にハラスメント相談窓

口を設置し，匿名での相談を原則とし，匿名が厳守されることを徹底し，また相談窓口を

利用したことでいかなる不利益も生じないことを明確にすることで，労働者が安心して通

報できる環境を作っていた。そして，相談内容に対して適切・早急に対応できる体制も整

備し，ハラスメント事案が発生すれば即座にハラスメント委員会を設置する等，問題の解

決に取り組んでいた。 

ある日，Y銀行のハラスメント相談窓口に，Xが上司 Aから度重なるハラスメントを受

けているとの匿名の通報があった。Xを心配した同僚が通報したのであった。Y銀行はこ

の通報を受け，X，A両名から事実確認を行い，Xに対しては体調の回復を優先すべきとい

うことで休職扱いとした。そしてパワハラ案件としてハラスメント委員会を立ち上げ，A

のハラスメントについての対応を検討した。Xは Aの解雇を要望していたが，Y銀行は調

査の結果，Aを減給・降格処分とした。Y銀行は，Xが Aと同じ職場になることがないよ

う，配属等も細心の注意を払うことを約束したが，Aが社内にいる以上は安心して働けな

いと考え Xは自主退職した。 

 Xは，Aならびに Y銀行に対して本件パワハラ行為による損害の賠償を求める訴えを提

起した。 
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12月号（543号） 

 Xは複数の居酒屋を展開する Y社で働く 20代の正社員であり，入社直後から A店の調理

担当スタッフとして働いていた。入社時の健康診断では何ら異常は発見されず，健康な状

態であった。Y社の労働時間は，所定労働時間 8時間のところ，三六協定を締結してお

り，原則，月 45時間，年 360時間の時間外労働が可能となっていた。また臨時的な特別

の事情がある場合についての特別条項も締結されている。Y社の基本給には 45時間分の時

間外労働手当が組み込まれており，Y社内では毎月 45時間の時間外労働が当然のものとし

て理解されていた。 

 Xが勤務する A店は，利用者数の多い駅前の店舗であり，非常に繁盛していた。そのた

め，日々の残業は当たり前となっていた。また店長からアルバイトが急に休んだから出勤

してほしいと休日にお願いされることも多かった。真面目な性格の Xは，不満に思いなが

らも，会社のためだと，その都度出勤していた。A店では勤怠管理をタイムカードで行っ

ていたが，店長は時間外労働が月 45時間を超えないよう社員らに指導していた。という

のも，Y社の取締役 Qが，各店舗の店長を集め，「時間外労働の上限規制を守らずに罰則を

受けるのは企業イメージのダウンにも繋がる。一方で働き手も不足している。難しいです

が，各店舗で工夫をしてください」と暗に長時間労働を促すような発言をしたからであ

る。実際に，適正な労働時間管理をしていた店長が降格されたこともあり，タイムカード

の不正が横行していた。そのため，Xは，タイムカードで退勤処理をした後も働き続ける

ことや，休日出勤については申告しないということもしばしばあった。Y社の人事部は，

タイムカードの記録を通じて各店舗の実労働時間を把握していたが，タイムカードの運用

が適正に行われているかなどの実店舗調査は行っていない。 

 半年後，長時間労働ゆえ睡眠時間が十分に確保できない Xは，精神的な不調を感じてい

た。仕事でもミスが目立ち，休暇を取りたいと店長に言ったが，「ただでさえ人繰りが厳

しいのに社員としての自覚がない。甘えるな」と叱責された。後日，Xは病院に行ったと

ころ，うつ病との診断を受けたが，店長や会社にはそのことを伝えず，その後も通常通り

勤務していた。しかしその 3か月後，仕事に来ない X宅を訪ねた同僚が自宅で自殺してい

る Xを発見した。Xの遺族である両親は，Xの日記を見つけたが，そこには日々の実際の

労働時間が記されていた。Xの日記によると，この 1年弱の間に，毎月 100時間程度の時

間外労働をしていることがわかった。Xの死亡の原因が Y社での長時間労働にあると考え

た両親は，Y社に対して損害賠償請求をした。 
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11月号（542号） 

 Y社は，全国に店舗を構えるスーパーマーケットである。Xは，Y社の A店に勤務する 6

か月の期間を定めた有期契約労働者であり，主に，レジ打ちなどの補助的業務を担当して

いる。契約締結時，Y社人事担当者は，「勤務成績によって契約を更新するかどうかを決め

ますが，多くの有期契約労働者が長く働いてくれています。頑張っていれば大丈夫です」

と述べていた。契約更新の態様としては，期間満了の 2週間前に，A店の店長，人事担当

者と Xの 3名で面談を行い，6か月の勤務成績を確認したうえで契約更新の有無が検討さ

れるというものであった。Xの勤務成績は安定しており，今まで計 8回更新され続けてい

る。なお，今まで成績不良で更新されなかった者もいるが，それは少数であった。 

 A店は，物価高騰などの影響を受け，当該年度の売上げが過去最低を更新した。そのた

め，Y社は，A店のリストラを検討した。A店を閉めることも考えたが，ひとまずは，有期

契約労働者を削減することで乗り切ることにした。そこで A店の有期契約労働者の 2割と

契約更新をしない方針を決めた。Y社全体の業績としては，例年通りであったことから，A

店の店長や他の正社員の賃金削減などは行われていない。 

 Xは，契約期間が満了することから，面談を行った。Xはその場で，Y社人事担当者から

「今回の契約をもって終了です。更新はしません」と言われた。今まで通り更新されると

考えていた Xは納得できず，更新を要求し続けたところ，Y社担当者は，リストラ策とし

て，2割の有期契約労働者の削減を検討していること，Xの勤務成績は中位にあるもの

の，勤続年数等を踏まえると今後の活躍が期待できないことからリストラの対象となって

いることを伝えた。この勤務成績で対象となるのが納得できない Xが契約の更新を主張し

続けたところ，人事担当者は，「それであれば，今回については，例外的に更新をしま

す。ただし，この更新が最後です」と述べ，「今回の更新をもって契約が終了することに

合意します」と記された不更新条項を含む契約書への署名を条件に更新を行う旨，伝え

た。Xは，もう少しで通算契約期間が 5年を超え，無期転換も考えていたことから納得が

いかないものの，更新してもらうためにはと泣く泣くサインした。 

 その 6か月後，有期労働契約は期間の満了をもって終了した。やはり納得できない X

は，契約終了日に書面をもって Y社に対して有期労働契約締結の申込みの意思表示を行

い，後日訴えを提起した。 
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10月号（541号） 

Xは観光バス会社 Yにおいてバスの運転手をしている入社 35年目（定年間際）のベテラ

ン正社員である。Y社の企画するバスツアーは主婦層・シニア層に大変好評で，休日であ

れば予約が取れないほどの人気ぶりであった。ある休日，Xは自車で友人とドライブに行

き，その夜，居酒屋で飲酒を伴う食事をした。お店には車で来ていることを隠し，閉店時

間まで飲んだ。友人は電車で帰ったが，Xは次の日も自車を使う予定があることから，車

で自宅に帰った。お酒を飲んで良い気になっていた Xは，交通量が少ない道路でスピード

を出しすぎて，ガードレールに衝突する事故を起こし，駆け付けた警察官に道路交通法違

反（酒気帯び運転）により現行犯逮捕された。偶然居合わせた目撃者がこの事故を SNSで

配信したことから，翌日ニュースとしてメディア各社でも取り上げられ，Y社の管理体制

に問題があるのではないかという問い合わせが殺到した。その結果，Y社は対応するため

の人員を特別に配置する等，約 2週間にわたり Y社業務に大きな支障が生じた。また飲酒

運転をするような運転手のいる会社の企画するバスツアーは安全性に不安があり参加した

くないという声も増加した影響でバスツアーのキャンセルが相次ぎ，通常 95％程度であっ

たバスツアーの予約率が 60％にまで落ち込んだ。Y社は，数年程前から飲酒運転に対する

社会的批判ゆえ，飲酒運転の防止に積極的に取り組んでいた。そこで数年前に就業規則に

「飲酒運転をしたとき」という懲戒事由を追加し，これについては厳罰（懲戒解雇・減

給）に処する旨を，朝礼の場や社報配布により周知してきた。今回の事故は厳罰化されて

から初めてのものであった。Y社は，Xが釈放されてから就業規則の懲戒手続に基づき数

回にわたる事情聴取を行った。その場で Xは反省の色を示しつつも，「運悪くニュースで

取り上げられただけで，本来であればここまで被害（予約のキャンセル等）が生ずる事故

ではない。人身事故でもないので懲戒解雇処分は重過ぎる」と述べていた。なお，Xは勤

続 35年間，無遅刻・無欠勤で懲戒処分を受けることなく真面目に勤務してきた。またガ

ードレールの修理費用についても設置者との間で示談が成立している。Y社は懲戒委員会

を設置し，処分を検討した。Xの情状や勤務態度も加味して判断したが，あまりにもこの

事故による会社への損害やイメージダウンが大きかったことから，就業規則の規定に基づ

き Xを懲戒解雇した。また Y社就業規則には，「懲戒解雇された労働者に対しては，その

情状に応じて，退職金を不支給・減額する」との規定があることから，退職金を全額不支

給とした。Xは本件懲戒解雇処分が無効である，また仮に懲戒解雇が有効であったとして

も，定年退職前の自分にとって，退職金の全額不支給は重過ぎるとして争う姿勢を見せて

いる。 
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9月号（540号） 

 Y社は，全国にビジネスホテルを展開する会社である。Y社本社は東京にあり，各地域

を 8つのエリアに分け，エリアごとに支社が存在する。Xは，Y社との間で期間の定めの

ない労働契約を締結している正社員である。Xは就職面接時から，関西での勤務を希望し

ていた。Y社人事担当者は，希望が叶うよう善処しますと述べたが，結果として入社から

今まで約 20年間，大阪支社で勤務しており，現在は関西地区のビジネスホテルを管理す

るエリアマネージャーである。Xは，成績優秀な社員で，Y社は彼のエリアマネージャー

としての能力を高く評価している。Y社は経営のスリム化を進めるため，全国に展開して

いるビジネスホテルのうち，採算が合わないホテルを閉めることにした。そして，全国に

8つある支社を経営統合して，4つにした。関東地区は，東北エリア，東海エリアの業務

を吸収し，カバーする範囲が広くなったことから，有能なエリアマネージャーが必要とな

った。そこで Y社は，Xに東京本社への配転を検討していることを伝えた（なお，賃金は

変わらない）。 

 Xは，今までずっと大阪支社で働いているので，勤務地は大阪に限定されていると考え

ていた。Xは妻と 2歳の娘と持ち家で暮らしており，Xの妻は大阪の企業で仕事をし，夫

婦交替で娘を保育園に連れて行っている。また近所に住んでいる義父が腰痛に悩まされて

いることから，日用品の購入等，代わりに買い物をすることもある。このように育児・介

護の両面において夫婦で協力していることから，家族帯同の転勤はもちろんのこと，単身

赴任も厳しいと伝え，配転の打診を拒否した。それに対して Y社は，全国に支社があり，

実際に多くの労働者が転勤を経験していることから，X自身も転勤の可能性は重々承知の

はずである，家族帯同で転勤に応じるなら持ち家の管理は Y社が責任をもって行う，仮に

単身赴任する場合は年 12回の往復交通費を会社が負担する，ならびに単身赴任手当も支

給することを説明した。また配転期間は 3年間で，3年後は必ず大阪支社に戻すことも約

束した。Xは，自分の同期で大阪支社で働く Zは東京出身者で，東京に帰りたがっている

ので，Zを候補とすべきと主張したが，Y社は Xのエリアマネージャーとしての能力に期

待していることから，Xが適任であり Xでなければならないと強く説明した。Xと Y社

は，その後も数回にわたり面談を行ったが，Xは，配転を拒否し続けた。これ以上の面談

はもはや不要と考えた Y社は，就業規則の「Y社は，業務上の必要性が存在するときは，

労働者に対して配転を命じることがある」との規定に従い，Xに対して，配転期間は 3年

間，年 12回の往復交通費は会社が負担，毎月単身赴任手当を支給するという条件で東京

本社への配転を命ずる辞令を交付した。 
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8月号（539号） 

 タクシー事業を営む Y社と A社は，燃料費の高騰や 2024年問題等，運送業界を取り巻

く環境が厳しいことから，Y社が A社を吸収合併することになった。それに伴い，A社の

社員であった X（55歳の労働者）らの労働契約は A社時の内容で Y社に承継された。Y社

と A社の労働条件は，労働時間等についてはほぼ同一水準のものであったが，賃金と定年

年齢において大きな差異があったことから，Y社は合併後，就業規則の変更を通じて労働

条件の統一を図ることにした。A社では，年功的な賃金体系が採られており，60歳の定年

まで定期昇給がなされていた。また定年を迎えた労働者の中で希望する者については，高

年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置として，1年の有期契約で最長 5年間，再雇用

されることになっていた。ただし，希望した場合であっても，「心身の故障のため業務に

堪えられない」，あるいは「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果た

し得ない」という理由で再雇用が拒否される場合もあり，実際，若干名はそれを理由に再

雇用が拒否されていた。再雇用後の労働条件については，労働時間が 1日 1時間短くなる

代わりに，賃金については 30％減となっていた。一方 Y社は，65歳定年制を採用してい

る。年功的色彩の薄い賃金体系を採っており，55歳以降は定期昇給が完全に停止され，65

歳定年時までその賃金が維持されている。Y社は，Y社労働条件を軸とした就業規則の変

更をすることにした。 

 Y社には労働組合がないことから，全従業員を集めて上記就業規則の変更についての説

明会を開催した。その際に，就業規則変更の必要性，新たな労働条件の概要，労働者にと

ってのメリット・デメリットを記載した説明文書も配布した。もともと Y社の社員であっ

た者はもちろんのこと，55歳未満の労働者については変更の影響をあまり受けないことか

ら，A社の従業員の多数も本件変更を歓迎していた。一方，Xを含む数名の元 A社の高齢

労働者は反対した。仮に本件変更が認められた場合，定年年齢は延長されるものの，直近

の基本給が A社時代と比べて 20％削減されることになる。また A社で 65歳まで再雇用さ

れた場合と，Y社で 65歳定年まで働いた場合に得られる賃金の総額が 5％程度少なくなっ

てしまうからである。Xらの声に理解を示した Y社は，55歳以上の労働者に対して，経過

措置として 2か月については，削減される金額に相当する特別手当（20％相当分）を，次

の 2か月については 10％相当分の特別手当を，そして 4か月経過後から完全に変更後の賃

金に移行するという案を示した。反対していた高齢労働者の多くはこの案に賛成したが，

Xはやはり納得できないとして反対の姿勢を崩さなかった。その後も Y社は，Xの納得を

得るよう，個別に説明の場を設けたが，状況は変わらなかった。結局 Y社は，経過措置を

含めた案で就業規則を変更し，新労働条件が適用されることとなった。なお，変更に伴う

諸手続は，全て適正に履践されている。また変更後の賃金水準は業界水準と比較してもや

や高かった。 
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7月号（538号） 

 Y社は，不動産の売買を業とする会社である。Xは，A大学大学院に在学中の学生（修士

2年生）であり，Y社から内定通知をもらった者である。Y社は，令和 6年 4月に，インタ

ーネット等を通じて，令和 7年度の新卒採用者（20名）を募集した。Xはこれに応募し，

同年 6月から数回にわたる試験・面接の結果，7月 1日，電話で Y社から内々定の連絡を

受け，内定式に出席する意思を示した。その後送られてきた書面には，「X殿 先に実施い

たしました採用選考試験の結果，貴殿を採用することに内定いたしましたので，ここにご

通知申し上げます。また令和 6年 10月 1日に Y本社にて行われる内定式にて内定証書の

授与を行いますのでご出席ください。その際に同封の承諾書に必要記載事項を記入の上，

ご提出ください。」と書かれていた。Xは，第一志望である Y社から内々定をもらったの

で，既に応募していた会社（3社）に対して辞退の連絡をした。 

 Xは 10月 1日の内定式に出席し内定証書の授与を受け，誓約書を提出した（誓約書には

卒業できなかった場合等，Y社が解約する事由が列挙されていた）。しかし，その頃 Y社の

業績・株価は悪化しており，リストラ策の検討も進んでいたが，Y社社長はその事実を隠

した上で，内定者らに対し，「みなさんの働きに期待しています。一致団結して会社を盛

り上げてください。」と述べたことから，Xらは新社会人になる期待に胸を膨らませた。内

定者らには，令和 7年 4月 1日の入社に先立ち，レポートの作成（計 4回）や企業内研修

（12月に実施・約 2週間）の参加についての通知があった。Xは 4回のレポートの作成に

は応じたものの，修士論文の提出があることから，企業内研修の参加については辞退を申

し出た。それに対して Y社人事担当者は，「あなたのレポートは全内定者の中でも上位の

内容です。修士論文のテーマも我が社の業務内容に関連するものですし，あなたには期待

しています。いい修士論文を書いてください。」と承諾した。なお，内定者（計 20名）の

うち，企業内研修に参加しなかったのは，Xを含む 5名（X以外の 4名は学部 4年生）

で，全員卒業論文・修士論文の執筆を理由とする辞退であった。Y社は，過去にも学業を

理由とする研修の辞退を認めてきた。 

 Y社は業績悪化を理由に整理解雇の実施を決めた。現役社員の整理解雇については，労

働組合が反発したことから，まずは内定取消で対応することとし，企業内研修に参加しな

かった Xを含む 5名の内定取消をすることにした。そこで Y社は，令和 7年 1月に，5名

の内定者にそれぞれ電話で採用内定を取り消す旨を伝えた。Xはもちろん納得しなかった

が，Y社はその電話限りで Xを内定取消にした。 

  



法学教室 2025 年度演習 労働法設問集 天野晋介先生 

9 

6月号（537号） 

 Xは，荷物の運送・配送を業としている Y運輸会社でトラック運転手として 20年間勤務

（期間の定めのない労働契約）していた。貯金も貯まってきたので，自分でトラックを買

い，Y社を退職し，独立した。ただ，独立後も新規の仕事は全く増えなかった。そのた

め，Y社と請負契約を締結し，独立前と同じように Y社の荷物を運ぶ仕事をしている。当

初は，荷物があるときに呼ばれ，それを配送先に届け（その後は直帰してもよい），配送

料（配送先までの距離によって金額が決まっている）をもらうという働き方であった。あ

る日，仕事の連絡にすぐに対応しなかったことを怒った Y社は，Xに対する要求を拡大さ

せていった。その結果，Xは，Y社の他の労働者同様，毎朝 9時に Y社に来て，配送後も Y

社に戻り 18時までは Y社で待機することが求められた。一方で，配送料とは別に，荷物

配送がなくても一定の収入が補償されることになった（通常の労働者に比べると報酬の額

は少し多かった）。また配送ルートについても，以前は Xが自由に選択できたが，今は高

速道路を利用する場合は許可を得なければならない等，Y社の指示により制限されてい

る。Xは，遠い配送先であったことから一度それを拒否したことがあるが，Y社はそれを

認めなかった。また，業務量が多いことから，Xの後輩で同じく独立してトラック運転手

をしている Pに代役を頼みたいと主張したが，それも Y社は認めなかった。Y社が，「Xだ

から仕事を頼んでいるんだ。Pとかいう人に頼む気はない。そんな文句を言うなら，もう

契約を打ち切ってもいいんだぞ」と発言したことから，Xは文句を言わずに黙って指示に

従うことにした。引っ越しシーズンの 3月末，Y社から与えられていた仕事の量が多く長

時間労働（拘束時間は 1か月 320時間超）を強いられた結果，睡眠時間もほとんど取れ

ず，疲労はピークに達していた。ある日，Xは，配送先に荷物を届ける道中で居眠り運転

をしてしまい，ガードレールにぶつかる事故を起こし，足を骨折し入院 1か月＋2か月の

通院が必要となった。 

 一方で Y社との間で労働契約を締結している Zは，Y社のトラックを使って配送の仕事

をしている。引っ越しシーズンの 3月は，Xと同じく睡眠時間も十分に取れないほど長時

間労働を強いられていた。普段の勤務態度も真面目で，それまで無事故無欠勤であった

が，ある日 Zは，配送先に荷物を届ける道中で居眠り運転をしてしまい，センターライン

を越えて，バイクを運転していた Aをはねてしまった。その結果，Aは足を骨折し入院 1

か月＋2か月の通院が必要となった。その後，Y社と Aとの間で示談が行われ，示談金と

して Y社は Aに 100万円を支払った。Y社は Zに対して，①民法 415条に基づき，トラッ

クの修理費用にかかった 30万円の損害賠償と，②Aに支払った 100万円の示談金を求償す

ること（民 715条 3項）を求めた。なお Y社は，特に労働者の長時間労働を抑制する努力

もせず，また経費削減のため任意の運送保険にも加入していなかった。 
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5月号（536号） 

 Y社は，自動車部品の製造を業とする会社であり，東京本社以外に，栃木，群馬，山梨

に工場がある。Xは，Y社との間で期間の定めのない労働契約を締結する 57歳の労働者

で，入社以降ずっと群馬工場で勤務をしてきた。エネルギーを含む原材料費の高騰等の影

響により，Y社は 3年連続の減収となった。新卒採用の停止や役員報酬のカットを含むコ

スト削減策を講じたが，目立った成果は得られず，今後の業績回復の見込みも薄い状況に

ある。そこで Y社は，全工場のうち最も業績が低迷している群馬工場の閉鎖と当該工場に

勤務する労働者 80人の人員整理を検討していることを労働組合に伝えた。労働組合は，

会社の将来を見据え，解雇される労働者の人数を最低限に抑えるための適切な措置を講じ

ることや他工場労働者の雇用を保障することを条件に，Y社の人員整理に協力する姿勢を

示した。そのため，Y社は，群馬工場で働く労働者に向けて説明会を開き，業績不振を理

由に群馬工場を閉鎖せざるを得ないこと，それに伴い群馬工場で働く労働者を整理解雇の

対象として考えている旨を伝え，それに対する労働者の意見や質問に真摯に回答した。そ

のうえで，労働組合の意向を踏まえて，Y社は群馬工場で働く 80人に対して，特別退職金

の支給（50％増し）を条件とする希望退職者の募集を行った。75名の労働者はこれに応じ

たが，Xを含む 5名の労働者はこれに応じず，通勤可能な栃木工場への配転を希望した。

しかし Y社は，栃木工場も業績が悪化しており，今後の再編対象となっていること，また

人員も飽和状態にあり余剰人員を抱える余裕がないことを理由にその申出を拒否する一方

で，山梨工場への配転なら可能だと伝えた。X以外の 4名は比較的若いことから山梨工場

への配転に応じたものの，高齢の Xは長年親しんだ群馬の地を離れたくないこともあり，

この Y社の提案も拒否した。Y社と Xはその後も数回話し合いの場を設けたが，お互いの

主張は平行線を辿った。事態の打開を考えた Y社は，「賃金は今より減るものの，栃木工

場の警備員であればポストを用意する」と最終提案を提示したが，Xは，警備員では長年

工場勤務で培ったスキルが活かせられないという理由から，その提案も拒絶した。Y社は

これ以上の妥協点を見つけるのは難しいとして，就業規則の「やむを得ない事業場の都合

によるとき」という解雇事由に基づき，解雇予告手当を支払ったうえで Xを整理解雇し

た。 
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4月号（535号） 

Xは，証券会社 Y社との間で期間の定めのない労働契約を締結する，勤続 6年目の労働

者である。Xは大学 4年生の就職活動における採用面接の際に，自分はリテール営業がし

たいと発言し，それに対して Y社人事担当者は，「できる限り希望が叶うようにします

が，約束はできません。」と回答し，職種の限定はされなかったものの，無事に Y社に採

用された。Xは入社後から様々な部署に配属されたのち，2021年，入社時から希望してい

たリテール営業に従事することになった。Y社の営業職は 4段階（S〔上位 10％〕，A〔11

～40％〕，B〔41～80％〕，C〔下位 20％〕）で相対的に評価されており，Xは，2021年度こ

そ A評価であったものの，信頼関係を築いていた優良顧客との関係が悪化したこともあ

り，2022年度は C評価であった。Xは上司 Pとの評価面談の際に，「優良顧客を失ったこ

ともありモチベーションが低下しており，営業職に自信がなくなっている。別の部署に配

置転換してほしい。」と申し出たが，上司 Pは「入社時から希望していた仕事だろ。気合

を入れてもう少し頑張れ。」と伝えるだけだった。その後も Xは寝坊で顧客とのアポイン

トメントをすっぽかしたり，顧客と言い争いになるなどのトラブルを起こしたことから，

上司 Pが注意をしたところ，「私は営業に向いていない。ぐちぐち言わないでほしい。」と

反発の姿勢を示した。Y社はこの件を問題視したものの，特に懲戒処分もせず，その他 X

の成績改善に向けた教育・指導をすることもなかった。結局，Xの営業成績が改善される

ことはなく，2023年度も C評価であった。Y社は，顧客とのトラブルもあり成績が芳しく

ないこと，また上司に反抗的な姿勢を示すことから，Xに退職勧告をした。解雇理由を聞

いた Xは，「営業成績が悪いこと，上司に反発的な態度を取ったことは十分に反省してい

る。ただ，自分は営業職には向いていない。心を入れ替えるから別の部署で再チャレンジ

させてほしい。」と反省の弁を述べたうえで，これに応じなかった。しかしながら，Y社

は，「勤務成績が著しく不良で回復の見込みがない」場合に解雇するという就業規則の規

定を根拠に，ただちに解雇予告を行い 1か月後に Xを解雇した。なお，Xは過去に懲戒処

分を受けたことはない。また Y社では，3年連続 C評価であった者を解雇したことはあっ

たが，2年連続 C評価で解雇された者はいない。 


